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農地リフレッシュ通信（８号）（H21.1.14） P03

実 施 期 間：平成２１年９月～１１月

対 象 面 積：0.29ha（畑）

今回の紹介地区 No.029

地 区 概 要 ：農地面積 2.3ha、うち耕作放棄地 0.29ha

放棄 の 理由 ：シカ、イノシシ等の有害鳥獣による被害が大きく、その影響により
山際の農地から遊休化が進行

荒廃 の 程度 ：灌木の伐採、除根、深耕、整地が必要

作 業 内 容：

状 況

取組概要

今後の予定

再生農地は農地保有合理化法人による利用権調整の手続きを経て、２月から作付
け準備の作業を開始する予定

再生作業前 再生作業後

取 組 主 体：農家等で構成する任意団体（地黄遊休田対策委員会）（予定作物：野菜等）

耕作放棄地再生利用緊急対策を活用した事例

調 整 経 緯：

大阪府 能勢町 地黄(歌丸)地区

取組のきっかけ：

問い合わせ先：能勢町遊休農地対策協議会 ０７２－７３４－０００１（内線６６３）（能勢町環境創造部地域振興課）

府協議会及び地域協議会等が農業者及び集落営農組織等を対象に
本制度の説明・ＰＲを随時行ったところ、本取組主体から事業の応募
があり実施に至った

再生作業中

の写真

灌木の伐採、除根、深耕、整地等（草刈りは厚労省の緊急雇用対策で実施）

府協議会及び地域協議会が、地権者と利用者との調整を行った

じ おう

再生作業実施中




